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砂川市情報公開条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 
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   砂川市情報公開条例施行規則の一部を改正する規則 

 

 

 砂川市情報公開条例施行規則（平成14年規則第６号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条（見出しを含む。）中「公開」を「開示」に改める。 

 

 第３条の見出し中「公開」を「開示」に改め、同条第１項第１号中「公開」を「開示」に改め、同項

第２号中「公開を」を「開示を」に、「非公開」を「不開示」に改め、同項第３号及び同条第２項中

「公開」を「開示」に改め、同条の次に次の１条を加える。 

 （公文書開示等期限の特例延長の決定通知） 

第３条の２ 条例第７条の２の規定による決定期限の特例延長に係る通知は、公文書開示決定等期限特

例延長通知書（別記第５号様式の２）により行うものとする。 

 

第４条、第５条及び第６条第１項（見出しを含む。）中「公開」を「開示」に改める。 

 

第７条を次のように改める。 

（写しの交付に要する費用） 

第７条 条例第15条ただし書の規定により公文書の開示を受ける者が負担する写しの交付に要する費用

は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

(１) 複写機により写しを作成する場合及び印刷機により用紙に出力する場合（日本産業規格Ａ列３

番、Ａ列４番、Ｂ列４番又はＢ列５番の用紙を用いる場合に限る。） 白黒にあっては１枚につき

10円、カラーにあっては１枚につき50円 

(２) 光ディスクその他の電磁的記録媒体により複製を作成する場合 当該複製に要する実費 

(３) その他当該電磁的記録に応じて適切な方法により開示する場合 当該開示に要する実費 

(４) 写しを送付する場合 当該写しの郵送に要する実費 

２ 前項に定める写しの交付に要する費用は、市長が発行する納入通知書、砂川市会計管理者口座への

振込み又はその他市長が適当と認める方法により納付しなければならない。 

 

第10条中「第27条」を「第20条」に、「し、又は広報紙」を「するとともに、市のホームページ」に、

「公開」を「開示」に、「書類」を「事項」に改める。 

 

別記第１号様式（第２条関係）から別記第５号様式（第３条第２項関係）までを次のように改める。 

 

別記第５号様式（第３条第２項関係）の次に次の１様式を加える。 

 

別記第６号様式（第４条関係）から別記第11号様式（第８条関係）までを次のように改める。 

 



   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

 （砂川市情報公開審査会規則の廃止） 

２ 砂川市情報公開審査会規則（平成８年規則第18号）は、廃止する。 



別記第１号様式（第２条関係） 

 受   付 

公 文 書 開 示 請 求 書  

   砂川市長     様 

 

  次のとおり公文書の開示を請求します。 

(１) 請  求  日   年  月  日 （  曜日） 

(２) 請求者氏名及び

住 所 

住 所 又 は

所  在  地 

〒     TEL   （  ）     

氏 名 

（名 称 及 び
代表者氏名） 

 

(３) 請求する公文書

の件名又は内容 
 

(４) 開示方法の区分 

□ 閲覧 

□ 写しの交付（□ コピー □ その他      ） 

□ 閲覧及び写しの交付 

       （□ コピー □ その他      ） 

(５) 請 求 の 目 的  

※ 主   管   課  

※ 備      考  

（注）１ (１)～(５)について記入してください。 

２ 該当する□欄に記入してください。 

３ 公文書の内容は具体的に記入してください。 

４ (５)は公文書の特定等の参考にするためのものですが、記入については請求

される方の任意です。 

５ ※欄は記入しないでください。 



別記第２号様式（第３条第１項関係） 

   第     号   

  年  月  日   

 

公 文 書 開 示 決 定 通 知 書 

 

          様 

 

砂川市長            

 

 請求のありました公文書の開示については、次のとおり決定しましたので通知します。 

請 求 年 月 日  

公 文 書 の 件 名  

決 定 の 区 分   全 面 開 示 

開 示 の 日 時   年  月  日 （  曜日）   時 

開 示 の 場 所  

主 管 課  

備 考  

（注）１ 公文書の開示を受ける際に、この通知書を持参してください。 

 なお、指定された日時に来庁されないときは、開示できない場合があります

ので、ご都合が悪い場合は、あらかじめお知らせ願います。 



別記第３号様式（第３条第１項関係） 

第     号   

  年  月  日   

 

公 文 書 不 開 示 決 定 通 知 書 

 

          様 

 

砂川市長            

 

 請求のありました公文書の開示については、次のとおり決定しましたので通知します。 

請 求 年 月 日  

公 文 書 の 件 名  

決 定 の 区 分 
  不  開  示 

  文 書 不 存 在 

不開示とした理由 
砂川市情報公開条例第  条第  号に該当 

※開示が可能とな

る期日 
 

主 管 課  

備 考  

（注）１ 「※開示が可能となる期日」とは、不開示決定した理由がなくなる期日を明
示したもので、その時点で公文書の開示を希望する場合は、再度この日以降に
請求してください。 

２ この決定に不服がある場合は、この決定のあったことを知った日の翌日から
起算して３月以内に、砂川市長に対して審査請求をすることができます。 

３ 処分の取消しの訴えは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して６月
以内に、砂川市を被告として（訴訟において砂川市を代表する者は砂川市長と
なります。）、提起しなければなりません（なお、処分の通知を受けた日の翌
日から起算して６月以内であっても、処分の日から１年を経過すると訴えを提
起することができなくなります。）。ただし、処分の通知を受けた日の翌日から
起算して３月以内に審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審
査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６月以内に提起しな
ければならないこととされています。 



別記第４号様式（第３条第１項関係） 

第     号   

  年  月  日   

公 文 書 一 部 開 示 決 定 通 知 書 

         様 

砂川市長            

 請求のありました公文書の開示については、次のとおり決定しましたので通知します。 

請 求 年 月 日   年  月  日 （  曜日） 

公 文 書 の 件 名  

決 定 の 区 分   一 部 開 示 

開 示 の 日 時   年  月  日 （  曜日） 

開 示 の 場 所  

不開示とした部分

の概要及びその理

由 

不開示とした部分の概要 

砂川市情報公開条例第  条第  号に該当 

※開示が可能とな

る 期 日 
 

主 管 課  

備 考  

（注）１ 公文書の開示を受ける際に、この通知書を持参してください。 

 なお、指定された日時に来庁されないときは、開示できない場合があります
ので、ご都合が悪い場合は、あらかじめお知らせ願います。 

２ 「※開示が可能となる期日」とは、不開示決定した理由がなくなる期日を明
示したもので、その時点で公文書の開示を希望する場合は、再度この日以降に
請求してください。 

３ この決定に不服がある場合は、この決定のあったことを知った日の翌日から
起算して３月以内に、砂川市長に対して審査請求をすることができます。 

４ 処分の取消しの訴えは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して６月
以内に、砂川市を被告として（訴訟において砂川市を代表する者は砂川市長と
なります。）、提起しなければなりません（なお、処分の通知を受けた日の翌
日から起算して６月以内であっても、処分の日から１年を経過すると訴えを提
起することができなくなります。）。ただし、処分の通知を受けた日の翌日から
起算して３月以内に審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審
査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６月以内に提起しな
ければならないこととされています。 



別記第５号様式（第３条第２項関係） 

 第     号   

  年  月  日   

 

公 文 書 開 示 決 定 期 間 延 長 通 知 書 

 

          様 

 

砂川市長            

 

 請求のありました公文書の開示については、次のとおり決定期間を延長しましたので

通知します。 

請 求 年 月 日   年  月  日 （  曜日） 

公 文 書 の 件 名  

当 初 の 決 定 期 間 
  年  月  日 （  曜日）から 

 
  年  月  日 （  曜日）まで 

延 長 の 期 間         日間 

新 た な 期 限   年  月  日 （  曜日） 

延 長 の 理 由  

主 管 課  

備 考  

 



別記第５号様式の２（第３条の２関係） 

   第     号   

  年  月  日   

 

公文書開示決定等期限特例延長通知書 

 

          様 

 

砂川市長            

 

 請求のありました公文書の開示については、次のとおり決定期間を特例として延長し

ましたので通知します。 

公 文 書 の 件 名    

当 初 の 決 定 期 間 
  年  月  日 （  曜日）から 
 

年  月  日 （  曜日）まで 

当該公文書のうち相

当の部分につき開示

決定等をする期間及

び当該期間内に開示

決定等をする部分 

開示決定等

をする期間 

年  月  日 （  曜日）から 
 
年  月  日 （  曜日）まで 

開示決定等

をする部分 
 

残りの部分の公文書

について開示決定等

をする期限 

  年  月  日 （  曜日） 

特 例 延 長 の 理 由  

主 管 課  

備 考  

 



別記第６号様式（第４条関係） 

第     号   

  年  月  日   

 

公文書の存否を明らかにしない決定通知書 

 

          様 

 

砂川市長            

 

 請求のありました公文書の開示については、次のとおり決定しましたので通知します。 

請 求 年 月 日   年  月  日 （  曜日） 

請求された公文書の

件 名 又 は 内 容 
 

決 定 の 区 分   応 答 拒 否 

拒 否 の 理 由 

 砂川市情報公開条例第11条に該当し、公文書の存否を答え

るだけで不開示情報を開示することとなるため 

 仮に公文書が存在したときの不開示理由 

 砂川市情報公開条例第  条第  号に該当 

主 管 課  

備 考  

教示 １ この決定に不服がある場合は、この決定のあったことを知った日の翌日から
起算して３月以内に、砂川市長に対して審査請求をすることができます。 

   ２ 処分の取消しの訴えは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して６月
以内に、砂川市を被告として（訴訟において砂川市を代表する者は砂川市長と
なります。）、提起しなければなりません（なお、処分の通知を受けた日の翌
日から起算して６月以内であっても、処分の日から１年を経過すると訴えを提
起することができなくなります。）。ただし、処分の通知を受けた日の翌日から
起算して３月以内に審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審
査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６月以内に提起しな
ければならないこととされています。 



別記第７号様式（第５条第１項関係） 

   第     号   

  年  月  日   

 

公文書開示決定等に係る意見照会書 

 

          様 

 

砂川市長            

 

 あなたに関する情報が記録されている公文書について、砂川市情報公開条例第６条の

規定により開示請求がありました。 

 つきましては、開示決定等をするに当たって、同条例第12条第１項の規定によりあな

たの意見を求めますので、「公文書の開示決定等に係る意見書」によりご回答ください。 

請 求 年 月 日   年  月  日 （  曜日） 

請求された公文書

の件名又は内容 
 

公文書に記録され

ているあなたの情

報 

 

回 答 期 限   年  月  日 （  曜日） 

主 管 課  

備 考  

（注）回答期限までに意見書の提出がない場合は、意見聴取の手続を終了し、公文書の

開示が行われる場合があります。 



別記第８号様式（第５条第１項関係） 

   第     号   

  年  月  日   

 

公文書開示決定等に係る意見書提出機会付与通知書 

 

          様 

 

砂川市長            

 

 あなたに関する情報が記録されている公文書について、砂川市情報公開条例第６条の

規定により開示請求がありました。 

 つきましては、開示決定等をするに当たって、同条例第12条第２項の規定によりあな

たの意見書を提出する機会を付与しますので、「公文書の開示決定等に係る意見書」に

よりご回答ください。 

請 求 年 月 日   年  月  日 （  曜日） 

請求された公文書

の件名又は内容 
 

公文書に記録され

ているあなたの情

報 

 

開示しようとする

理 由 
 

回 答 期 限   年  月  日 （  曜日） 

主 管 課  

備 考  

（注）回答期限までに意見書の提出がない場合は、意見聴取の手続を終了し、公文書の

開示が行われる場合があります。 



別記第９号様式（第５条第１項関係） 

 受   付 

公文書開示決定等に係る意見書 
 

   砂川市長     様 

 

     年  月  日付けで通知を受けた公文書の開示についての意見は、次のと

おりです。 

意 見 書 提 出 月 日   年  月  日 （  曜日） 

意 見 書 提 出 者 の

住 所 及 び 氏 名 

住 所 又 は

所  在  地 

〒     TEL   （  ）     

氏 名 

（名 称 及 び
代表者氏名） 

 

請求された公文書の          

件 名 又 は 内 容 
 

公文書に記録されてい

る 自 己 情 報 の 内 容 
 

開 示 に 対 す る 意 見 

該当する番号を○で囲んでください。 

１ 公文書を開示されても支障はありません。 

２ 公文書を開示されると支障があります。 

支障がある場合の理由  

 



別記第10号様式（第５条第２項関係） 

第     号   

  年  月  日   

 

公文書開示決定第三者あて通知書 

 

          様 

 

砂川市長            

 

 あなたに関する情報が記録されている公文書について、次のとおり決定したので、砂

川市情報公開条例
第12条第３項

第  18  条
の規定により通知します。 

開示に係る公文書の 

件 名 又 は 内 容 
 

公文書に記録されてい

るあなたの情報の内容 
         

決 定 の 内 容 

開示の区分 (１) 全部開示  (２) 一部開示 

開示の理由  

開示の期日   年  月  日 （  曜日） 

所 管 課  

備 考  

（注）１ この決定に不服がある場合は、この決定のあったことを知った日の翌日から
起算して３月以内に、砂川市長に対して審査請求をすることができます。 

   ２ 処分の取消しの訴えは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して６月
以内に、砂川市を被告として（訴訟において砂川市を代表する者は砂川市長と
なります。）、提起しなければなりません（なお、処分の通知を受けた日の翌
日から起算して６月以内であっても、処分の日から１年を経過すると訴えを提
起することができなくなります。）。ただし、処分の通知を受けた日の翌日から
起算して３月以内に審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審
査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６月以内に提起しな
ければならないこととされています。 



別記第11号様式（第８条関係） 

第     号   

  年  月  日   

 

審 査 会 諮 問 通 知 書 

 

          様 

 

砂川市長            

 

     年  月  日付けの公文書の開示決定等に対する審査請求については、砂

川市情報公開条例第16条の規定により、砂川市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し

たので、通知します。 

公 文 書 の 件 名  

決 定 の 区 分  

審 査 請 求 の 内 容  

諮 問 を し た 日   年  月  日 （  曜日） 

主 管 課  

備 考  

 


